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平成16年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見について 

 

 

当委員会は、平成17年８月31日付けをもって貴委員会から通知のあった

「平成16年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）」に関

して、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、よろしくお取り計らい願

います。 

 

独立行政法人が設立されて以来、今回で４回目の年度評価となりますが、

昨年からは、特殊法人等改革の一環として、平成15年10月以降に設立され

た独立行政法人についても評価の対象とされたところです。これらの法人に

ついては、定期的な評価等を通じ、従前、特殊法人等として抱えていた問題

点等を克服することが要請されており、独立行政法人評価の役割が一層重要

となっております。 

当委員会としては、貴委員会から通知された評価結果について、政府全体

の評価の厳格性、信頼性が確保されるよう、「平成13年度における独立行政

法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（14 年 12 月

26日政策評価・独立行政法人評価委員会、以下「２次意見」という。）、特殊



法人等から移行した独立行政法人を念頭に置きつつ、その後策定した「評価

における関心事項」（16年６月30日政策評価・独立行政法人評価委員会独立

行政法人評価分科会）及び「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評

価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関係）」

（17年７月11日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会。以下「財務評価等の関心事項」という。）を踏まえ、また、先の各府省

独立行政法人評価委員会委員長との懇談会（以下「委員長懇談会」という。）

における意見等も考慮し、中期的観点をも踏まえた業務の在り方の検討に資

する指摘、効果的・効率的な法人業務運営の観点からの主要な事項に係る指

摘等に重点を置いて、二次的、横断的な評価を行い、必要な意見を取りまと

めました。本意見について、その具体化が着実に図られることを要望します。 

今後、貴委員会におかれては、独立行政法人評価に対する国民の期待に応

えられるよう、その厳格性・信頼性の向上に向けて、当委員会が示した「２

次意見」、「評価における関心事項」や「財務評価等の関心事項」の活用、貴

委員会の評価結果及びそれに対する当委員会の意見についてのフォローア

ップを適切に行うとともに、中期目標期間終了時の見直しを視野に入れた評

価が行われることを要望します。 

 また、平成17年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、

主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたと

ころでありますが、今後はこれらに加えて、年度評価の「所管法人共通」の

意見も踏まえた評価が行われるようお願いいたします。 

なお、今回、上記の委員長懇談会での意見等も踏まえ、各府省評価委員会

において参考となる一次評価の手法等についても積極的に取り上げること

とし、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委員会及び積極的な取組姿勢が

顕著な独立行政法人の例についても御参考まで通知することとしました。各

府省独立行政法人評価委員会及び各独立行政法人におかれては、評価の実施

や業務の運営等に当たり、これらも参考の上、幅広い御検討が行われること

を要望します。 



別紙 

平成16年度における文部科学省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見 

 

 

【独立行政法人教員研修センター】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 各研修の見直しに当たっては、中期目標期間終了時の検討を視野に入れ、研修ごと

の参加状況、受講者からの評価結果、地方公共団体のニーズだけにとどまらず、地方

公共団体、大学等における現職教職員に対する研修の実施状況を把握・分析し、その

結果をも踏まえ、法人における研修の見直しに係る評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人科学技術振興機構】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 公募型の研究プロジェクト、文献情報提供事業、研究成果活用プラザ・海外事務所

の業務については、他の独立行政法人等の業務及び関連施策との関係を明らかにした

上で、中期目標期間の終了時の検討を視野に入れ、今後の業務の在り方が明確になる

ような評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人日本学術振興会】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図



っていく必要がある。 

 

・  海外研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の海外事務所

との関係を明らかにするとともに、センターごとに人員体制、経費、活動実績等を

把握・分析し、費用対効果の観点から、センターごとに、設置の必要性を含めた今

後の運営の在り方について、その方向性を示すような評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人宇宙航空研究開発機構】 

  以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 組織体制については、統合メリットの発揮に向けた法人における取組の方向を明確

にするため、一法人としての組織体制の将来像及びそれに向けた改革の全体像を明ら

かにした上で、組織（本社、各本部・事業所、施設等）・人員の合理化状況等につい

て把握・分析し、本法人のトップマネージメントによる改善が図られるような評価を

行うべきである。 

 

・ 関連公益法人等に対する業務の外部委託については、一層の効率化を図る観点から、

特殊法人等整理合理化計画をも踏まえ、更なる競争的な契約の拡大可能性に関する検

討・取組状況について評価を行うべきである。 

 

・ 中期計画に定められた事業については、網羅的に評価を行うべきであるが、特段の

事由により評価を行うことができない場合には、評価の透明性を確保する観点から、

その旨評価書に記載すべきである。 

 

 

【独立行政法人日本スポーツ振興センター】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、



中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ スポーツ振興に係る助成金の申請手続のオンライン化については、業務実績が数値

目標を大幅に上回っており、目標の評価尺度として変更が必要と認められるため、当

該事項に関する実績の推移を踏まえて、適切な対応を求めるべきである。 

 

・ スポーツ振興くじによる助成事業については、スポーツ振興投票券の発売等の業務

の実施方法の適切性・妥当性について評価するとともに、現行制度の仕組みと財務内

容等に関する情報提供の在り方など信頼性の確保に向けた取組について評価すべきで

ある。 

 

 

【独立行政法人日本芸術文化振興会】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

 ・ 養成事業・研修事業については、充当されている費用の適切性・妥当性について評

価するとともに、修了生の就業状況を把握の上評価を行うべきである。 

 

・ 国立劇場等の管理運営の効率化については、諸外国の類似機関との比較検討や各施

設の委託先における効率化状況の比較検討のみならず、公立施設における民間委託の

状況等も参考にして、比較検討した上で評価を行うべきである。 

 

 

【日本私立学校振興・共済事業団（助成事業）】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 



 

・ 私学教職員の研修に対する助成事業については、助成金交付先の適切性・合理性及

びその助成金額の妥当性に関する評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人日本学生支援機構】 

  以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 学資金貸与事業における奨学金回収業務の民間委託については、委託前後における

回収率や回収額の増減状況及びその原因を把握・分析し、それに要した経費も踏まえ、

委託による効果及び改善事項を明らかにするような評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人海洋研究開発機構】 

  以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・  統合時に東京大学海洋研究所から移管された学術研究船については、船舶運航の

一元化によるメリットを一層発揮する観点から、本法人における業務遂行上の役

割・位置付けの適切性を検証した上で、引き続きその活動状況について評価を行う

べきである。 

 

 

【独立行政法人国立高等専門学校機構】 

  以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 



 

 ・ 評価に当たっては、業務運営の改善に向けた法人としての具体的な取組の検討に資

するため、全国５５校の高等専門学校ごとの活動実績、財務状況等についても、把握・

分析すべきである。 

 

・  評価の結果については、事業年度ごとの経年変化を比較することにより、中期計画

の達成状況を判断することができるよう、適切に評価項目を設定すべきである。 

 

 

【独立行政法人大学評価・学位授与機構】 

  以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 学校教育法に基づく１認証評価機関として実施する認証評価業務については、他の

認証評価機関との間における公正な競争環境を確保するため、今後、法人が用意した

財務様式に従い一般管理費も含めて他の業務と厳格に区分して経理されるよう、引き

続き、その会計処理の適切性について評価すべきである。 

 

 

【独立行政法人国立大学財務・経営センター】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ 施設費貸付事業については、債権管理の状況を含め、その適切性について評価を行

うべきである。 

 

・ 研修事業・相談事業については、国立大学法人におけるニーズを反映したものとな

っているかという視点から、今後の研修の参加状況、参加者の評価、相談件数等の推



移を把握・分析し、評価を行うべきである。 

 

 

【独立行政法人メディア教育開発センター】 

以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、

中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図

っていく必要がある。 

 

・ メディア教材の研究開発等の業務については、国の関連政策との関係、大学・民間

等における類似事業の実施状況及び同法人が開発した教材の利用実態等を把握・分析

し、評価を行うべきである。 

 

 

【所管法人共通】 

・ 平成18年度末で中期目標期間が終了する特定独立行政法人については、「中期目標

期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」（平成15年８

月１日閣議決定）を踏まえ、中期目標期間の終了時の検討を視野に入れ、業務の実施

状況を分析し、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行についてどのように取

り扱われるべきかが明確になるような評価を行うべきである。 

 

・ 「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」に関する事項において、ⅰ）業務運

営の効率化に関する目標数値の達成状況について財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価が行われていない法人、ⅱ）中期目標等の主要

な業務ごとの財務状況を把握した上での評価が行われていない法人がみられた。これ

らの法人について、業務運営の効率化の達成状況を財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価、主要な業務ごとの財務状況を附属明細書のセ

グメント情報等で明らかにした上での評価を行うべきである。 

 

・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平成17年６月21日閣議決定）

において、独立行政法人を含む公的部門全体の人件費を抑制することとし、こうした



取組を通じ、当該法人に対する運営費交付金等を見直すこととされ、現在、各方面で

議論が行われているが、今後の議論の動向も踏まえて、必要な評価を行うべきである。 
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